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市制施行５０周年を記念し、本市の名誉市民
である宮崎駿氏（スタジオジブリ）に描いてい
ただいた市のイメージキャラクターです。
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こきんちゃん
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平成28（2016）年

　

月　

日（
月
）

１２

２６

納
期
限
の

お
知
ら
せ

主
な
内
容

◆健康ガイド
薬物乱用防止ポスター・
標語展示会、愛の献血、
むし歯予防教室、健康メ
モ　ほか …１０面

◆福祉のひろば
さくら体操参加者募集、
生活のしづらさなどに関
する調査、介護予防相談
会　ほか …９・１０面

◆催し
リサイクル事業所感謝セ
ール、クリスマスミニコ
ンサート、図書館おたの
しみ会　ほか…１１・１２面

◆お知らせ
委員選任結果、都民住宅入居者募集、
職員募集、平成２７年度決算の概要、
のびのびこがねいっ子市民参加コー
ナー作成会　ほか　…２～９、１２面

/121
納付書裏面等に記載の場所で納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。

固定資産税・都市計画税 … 第３期分
国民健康保険税 ……………第６期分
後期高齢者医療保険料 ……第６期分
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納
期
限
経
過
後
は
、
納
期
限
の

翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間

の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の
お

願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
が
な

い
場
合
、
財
産
（
給
与
、
預
貯
金
、

不
動
産
な
ど
）
を
調
査
し
、
差
し

押
さ
え
に
よ
る
滞
納
処
分
が
課
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 　

平
成　

年
１
月
～　

月
に
納
付

２８

１２

し
た
国
民
健
康
保
険
税
・
国
民
年

保
険
料
（
税
）
は 

所
得
控
除
の
対
象
で
す

金
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
お
よ
び
市
・
都
民
税

申
告
の
際
、
社
会
保
険
料
と
し
て

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
金
額
を

２８

確
認
の
う
え
、
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
申
告
の
際
は
、
国
民

年
金
保
険
料
以
外
は
証
明
書
類
を

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 　

各
種
税
金
、
保
険
料
の
口
座
振

替
は
、
納
期
限
に
合
わ
せ
て
、
指

定
し
た
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自

動
的
に
引
き
落
と
し
が
で
き
る
た

め
、
便
利
で
確
実
で
す
。

　

申
込
方
法
等
詳
し
く
は
、
各
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
め
忘
れ
の
な
い 

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

各
種
税
金
・
保
険
料
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
納
め
忘

れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
至
急
、
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 　

市
税
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
や
各

種
事
業
な
ど
の
大
切
な
財
源
で

す
。

　
　

月
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

１２
画
税
第
３
期
の
納
期
で
す
。
ま

た
、
市
・
都
民
税
第
３
期
、
軽
自

動
車
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

問
合
先　

納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入

者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
保
険
税
と
国

の
負
担
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
年
々
増
え
続
け
る
医

市　

税

国
民
健
康
保
険
税

療
費
に
対
応
で
き
ず
、
都
の
補
助

金
や
一
般
会
計
（
市
税
）
か
ら
の

援
助
を
受
け
て
運
営
し
て
い
る
の

が
実
情
で
す
。
制
度
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
の
日
常

的
な
健
康
管
理
と
保
険
税
を
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
で
す
。

　

一
度
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

方
に
は
、
分
納
な
ど
の
方
法
も
あ

り
ま
す
。
納
付
書
の
再
発
行
、
年

金
天
引
き（
特
別
徴
収
）か
ら
口
座

振
替
へ
の
変
更
手
続
等
、
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

▽
賦
課
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
３
２
）
▽
納
付
に

０４２

３８７

つ
い
て
＝
納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 　
　

歳
以
上
の
方
ま
た
は　

歳
以

７５

６５

上
で
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

収
）
さ
れ
る
か
、
市
か
ら
送
付
す

る
納
付
書
で
納
付
ま
た
は
口
座
振

替
（
い
ず
れ
も
普
通
徴
収
）
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

納
付
書
の
再
発
行
、
年
金
天
引

き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
手
続

等
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

 　
　

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
る
か
、
市
か
ら
送
付
す

る
納
付
書
で
納
付
（
普
通
徴
収
）

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
付
書
を

紛
失
し
た
場
合
は
、
再
発
行
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
２
年
を
経
過
し
た

時
点
で
時
効
消
滅
し
、
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
い
ざ
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

に
保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

介
護
福
祉
課
介
護
保
険

係
（
☎　

儿　

儿
９
９
２
１
）

０４２

３８７

 　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

む　

歳
か
ら　

歳
未
満
の
す
べ
て

２０

６０

の
人
（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加

入
者
を
除
く
）
が
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
、
支
え
合
う
制
度
で

す
。

　

年
金
の
受
給
資
格
を
得
る
と
、

生
涯
に
わ
た
り
、
老
齢
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
、
万
が

一
の
病
気
や
け
が
で
障
が
い
が
残

っ
た
場
合
に
障
害
基
礎
年
金
を
、

死
亡
時
に
遺
族
基
礎
年
金
等
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
書
・

口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

等
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

４
）
、
立
川
年
金
事
務
所
（
☎　
０４２

儿　

儿
０
３
５
２
）

５２３

介
護
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
を 

滞
納
す
る
と
…
…

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

①流水でよく
ぬらした後、
石けんをつ
け、手のひ
らをよくこ
すります。

③指先・爪の間
を念入りにこ
すります。

②手の甲をの
ばすように
こすります。

④指の間を洗
います。

⑥手首も忘れず
に洗います。
十分に水で流
し、清潔なタ
オル等でよく
ふき取って乾
かします。

⑤親指と手の
ひらをねじ
り洗います。

インフルエンザ予防に
正しい手洗いを
身につけましょう

写真提供：東京都健康安全研究センター

帰宅時の手洗いは
インフルエンザ予防に効果的です。
○手洗い前のチェックポイント

○正しい手洗いの方法

□爪は短く切っていますか？
□時計や指輪をはずしていますか？

つめ

予防のポイン予防のポイントト

インフルエンザを予防しましょインフルエンザを予防しましょうう
冬は流行のシーズンです

【予防接種】
　インフルエンザワクチンの
予防接種には、発症をある程
度抑える効果や、重症化を予
防する効果があります。早め
に受けるようにしましょう。
　なお、市では６５歳以上の方
を対象に、接種費用の一部を
助成しています。詳しくは、
市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

【手洗い】
　外から帰ったときや咳・く

しゃみを手で覆ったときなど、
こまめに手を洗いましょう。
　正しい手洗いの方法につい
ては、右記のとおりです。

【 咳 エチケット】
せき

　咳やくしゃみが出るとき
は、ほかの人にうつさないた
めにマスクを着用しましょう。
マスクを持っていない場合は、
ティッシュや腕の内側などで
口と鼻を覆い、直接人にかか
らないようにしましょう。
問合先　健康課健康係（☎０４２
−３２１−１２４０）


